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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・

納
付
猶
予
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
ま
た
は

納
付
猶
予
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
・
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間

は
、年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入

さ
れ
ま
す
。ま
た
、10
年
以
内
で
あ
れ

ば
後
か
ら
免
除
・
納
付
猶
予
を
受
け

た
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、障
害
や
死
亡
な
ど
不
慮
の

事
態
が
起
き
た
と
き
に
、障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
が
経
済
的
に
困
難

な
と
き
に
は
、早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
保
険
料
免
除
制
度
…
本
人
、世
帯

主
、配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
や
失
業
さ
れ
た
と
き
な

ど
は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全
額

ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。▼
保

険
料
納
付
猶
予
制
度
…
20
歳
か
ら
50

歳
未
満
の
方（
学
生
を
除
く
）で
、本

人
、配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、申
請
に
よ
り
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。▼
申
請

で
き
る
期
間
…
本
年
度
保
険
料
の
免

除
・
納
付
猶
予
申
請
は
、今
月
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。ま
た
、過
去
の
保
険
料

も
申
請
月
か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で

暮
ら
し
の
情
報

は
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。▼
学
生

納
付
特
例
制
度
…
学
生
で
、本
人
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、申
請

に
よ
り
在
学
中
の
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。本
年
度
保
険
料
の

納
付
猶
予
申
請
は
４
月
か
ら
受
け
付

け
て
い
ま
す
。▼
手
続
き
に
必
要
な

も
の
①
年
金
手
帳（
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の
）②
個
人
番
号
カ
ー

ド
ま
た
は
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
③

本
人
確
認
書
類（
写
真
有
１
点
ま
た

は
写
真
無
２
点
）④
失
業
に
よ
る
申

請
の
場
合
、雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証 

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な

ど
、そ
の
事
実
を
確
認
で
き
る
証
明

書
類
⑤
学
生
納
付
特
例
の
申
請
の
場

合
、在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
の

写
し

【
問
合
先
】市
民
生
活
課
市
民
年
金
係

☎
②
３
１
８
７
／ 

岩
見
沢
年
金
事
務

所
☎
０
１
２
６-

22-

５
８
０
４

国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
制
度

　

勤
務
先
の
倒
産
や
解
雇
に
よ
り
離

職
さ
れ
た
方
は
、国
民
健
康
保
険
料

が
軽
減
と
な
る
の
で
、お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

　

軽
減
は
、前
年
の
給
与
所
得
を

１
０
０
分
の
30
と
見
な
し
て
算
定
し

ま
す
。

【
対
象
期
間
】離
職
日
の
翌
日
か
ら
そ

の
年
度
の
翌
年
度
末
、ま
た
は
国
民

健
康
保
険
の
資
格
喪
失
ま
で
。

【
対
象
】▼
離
職
日
の
時
点
で
65
歳
未

満
▼
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
）ま

た
は
、特
定
理
由
離
職
者（
雇
い
止
め

な
ど
に
よ
る
離
職
）

※
高
年
齢
受
給
資
格
者
と
特
定
受
給

資
格
者
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

◆
特
定
受
給
資
格
者
・
特
定
理
由
離

職
者
に
該
当
す
る
方
…
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
の
第
１
面「
離
職
理
由
」

欄
ま
た
は「
離
職
年
月
日
理
由
」欄
に

次
の
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て
い
る
方
。

▼
特
定
受
給
資
格
者《
対
象
コ
ー
ド
》

11.

12.

21.

22.

31.

32
▼
特
定
理
由
離
職

者《
対
象
コ
ー
ド
》23.

33.

34

【
届
出
方
法
】雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】市
民
生
活
課
保
険
医
療
係

☎
②
３
１
８
８

医
療
費
助
成
制
度

　

市
で
は
医
療
費
の
各
種
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
忘
れ
ず
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

【
乳
幼
児
な
ど
】お
子
さ
ん
の
医
療
費

を
助
成
し
ま
す
。《
助
成
範
囲
》▼
就

学
前
の
乳
幼
児
➡
入
院
、通
院
▼
小

学
生
➡
入
院

【
重
度
心
身
障
害
者
】心
身
に
一
定
の

障
が
い
の
あ
る
方
の
医
療
費
を
助
成

し
ま
す
。《
助
成
範
囲
》▼
身
体
障
害

者
手
帳
の
等
級
が
１
級
・
２
級
と
３

級（
心
臓
、腎
臓
、呼
吸
器
、ぼ
う
こ

う
、直
腸
、小
腸
、肝
臓
）の
方
➡
入

院
、通
院
▼
療
育
手
帳
Ａ
判
定
、精
神

で
重
度
の
認
定
、Ｉ
Ｑ
35
以
下
、身

体
障
害
３
級
で
Ｉ
Ｑ
50
以
下
➡
入

院
、通
院
▼
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
等
級
が
１
級
の
方
➡
通

院【ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
】ひ
と
り
親
家

庭
の
18
歳
ま
で
の
児
童（
母
ま
た
は

父
の
扶
養
を
受
け
て
い
て
、母
ま
た

は
父
の
所
得
が
基
準
額
に
満
た
な
い

場
合
は
20
歳
ま
で
）と
、そ
の
母
ま
た

は
父
の
医
療
費
と
、両
親
の
い
な
い

18
歳
ま
で
の
児
童
の
医
療
費
を
助

成
し
ま
す
。《
助
成
範
囲
》▼
児
童
➡
入

院
、通
院
▼
母
ま
た
は
父
➡
入
院

※
い
ず
れ
の
助
成
も
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】市
民
生
活
課
保
険
医
療
係

☎
②
３
１
８
８

三
笠
市
認
知
症
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

　

認
知
症
の
方
に
も
住
み
慣
れ
た
地

域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、そ
れ
ぞ
れ
の
認
知
症
の

段
階
に
適
し
た
医
療
や
介
護
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
を
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

認
知
症
の
方
に
必
要
な
医
療
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
知
り
た
い
と

き
や
、認
知
症
な
の
か
と
不
安
に
感
じ

た
と
き
な
ど
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー
と
市
役

所
介
護
保
険
係
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
問
合
先
】ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

地
域
包
括
支
援
係
☎
③
２
０
１
０

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

【
日
時
・
場
所
】７
月
28
日
㈰
／
午
前

10
時
～
正
午
、午
後
１
時
30
分
～
４

時
30
分
…
…
イ
オ
ン
三
笠
店 

前

【
次
回
の
予
定
】９
月
19
日
㈭

【
問
合
先
】福
祉
事
務
所
福
祉
総
務
係

☎
②
３
９
９
５
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暮
ら
し
の
情
報

■
投
票
で
き
る
方
…
三
笠
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方

で
、次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方

【
住
所
】平
成
31
年
４
月
３
日
ま
で
に

三
笠
市
に
住
民
登
録
を
済
ま
せ
た
方

（
平
成
31
年
４
月
３
日
ま
で
に
住
民

に
な
っ
た
方
）

【
年
齢
】令
和
元
年
７
月
21
日
で
満
18

歳
以
上
の
方（
平
成
13
年
７
月
22
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）

■
入
場
券
…
入
場
券
は
、７
月
４
日

こ
ろ
に
届
く
よ
う
に
郵
送
し
ま
す

が
、届
か
な
い
場
合
や
記
載
に
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
ら
、選
挙
管
理
委
員

会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

万
が
一
、入
場
券
を
紛
失
し
て
も

投
票
で
き
ま
す
。棄
権
せ
ず
に
投
票

さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
投
票
所・
投
票
区
域
…
❶
三
笠
市
民

セ
ン
タ
ー
…
本
町
、多
賀
町
、幸
町
、有

明
町
、若
松
町
、堤
町
、美
和
、幌
内
初
音

町
❷
山
の
手
市
民
セ
ン
タ
ー
…
柏
町
、

高
美
町
、榊
町
❸
三
笠
小
学
校
…
宮
本

町
、本
郷
町
、い
ち
き
し
り
、川
内
、達

布
❹
美
園
市
民
セ
ン
タ
ー
…
清
住
町
、

美
園
町
、若
草
町
❺
多
目
的
研
修
セ
ン

タ
ー
…
岡
山
、萱
野
、大
里
❻
幌
内
市

民
セ
ン
タ
ー
…
幌
内
町
１
丁
目
・
２
丁

目
・
３
丁
目
、幌
内
春
日
町
、幌
内
金
谷

町
、幌
内
新
栄
町
、幌
内
住
吉
町
、幌
内

北
星
町
❼
唐
松
市
民
セ
ン
タ
ー
…
唐

松
町
１
丁
目
・
２
丁
目
、唐
松
常
盤
町
、

唐
松
緑
町
、唐
松
春
光
町
、唐
松
青
山

町
、唐
松
栄
町
１
丁
目
・
２
丁
目
・
３
丁

目
、唐
松
千
代
田
町
１
丁
目
・
２
丁
目
、

東
清
住
町
の
一
部
❽
弥
生
市
民
セ
ン

タ
ー
…
東
清
住
町
の
一
部
、弥
生
町

１
丁
目
・
２
丁
目
・
３
丁
目
、弥
生
藤
枝

町
、弥
生
双
葉
町
、弥
生
柳
町
、弥
生
橘

町
、弥
生
桃
山
町
、弥
生
花
園
町
、弥
生

並
木
町 

弥
生
桜
木
町
、幾
春
別
栗
丘
町

の
一
部
❾
幾
春
別
市
民
セ
ン
タ
ー
…

幾
春
別
町
１
丁
目
・
２
丁
目
・
３
丁
目
・

４
丁
目
、幾
春
別
栗
丘
町
の
一
部
、幾

春
別
山
手
町
、幾
春
別
川
向
町
、幾
春

別
滝
見
町
、幾
春
別
千
住
町
、幾
春
別

中
島
町
、幾
春
別
錦
町
２
丁
目
、奔
別

新
町
、西
桂
沢
、桂
沢 

※
投
票
所
は
、入
場
券
に
記
載
し
て

い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
投
票
用
紙
の
記
載
方
法
▼
選
挙
区

…
候
補
者
１
人
の
氏
名
を
欄
内
に
書

き
ま
す
。▼
比
例
代
表
…
候
補
者
１
人

の
氏
名
ま
た
は
政
党
名
１
つ
を
欄
内
に

第
25
回 

参
議
院
議
員
通
常
選
挙

書
き
ま
す
。

■
代
理
投
票
…
事
情
に
よ
り
字
が
書

け
な
い
場
合
は
係
員
が
代
わ
っ
て
記

載
し
ま
す
の
で
、受
付
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。（
期
日
前
投
票
も
代
理
投

票
が
で
き
ま
す
）

■
投
票
所
に
は
点
字
器
を
設
置
し
て

い
ま
す
…
目
が
不
自
由
な
方
の
た
め

に
点
字
器
を
投
票
所
に
備
え
て
い
ま

す
。点
字
投
票
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、受
付
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

■
投
票
所
に
は
お
子
さ
ん
も
入
場
で
き

ま
す
…
お
子
さ
ん
を
連
れ
て
投
票
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、棄
権
せ
ず
に

投
票
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
期
日
前
投
票
…
投
票
日
に
仕
事
や
旅

行
な
ど
の
用
事
で
投
票
所
へ
行
け
な
い

方
は
、期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

【
期
間
】７
月
５
日
㈮
～
20
日
㈯

【
時
間
】午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８

時
ま
で（
土
・
日
曜
日
も
同
じ
）

【
投
票
所
】市
役
所
１
階
多
目
的
コ
ー

ナ
ー（
福
祉
事
務
所
入
り
口
）

■
不
在
者
投
票
…
入
院
・
入
所
さ
れ

て
い
る
方
や
転
入
・
転
出
さ
れ
た
方

は
、次
の
方
法
で
投
票
で
き
ま
す
。

【
入
院
・
入
所
の
場
合
】次
の
施
設
で

は
、そ
の
施
設
で
投
票
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、病
院
長
ま
た
は

施
設
長
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▼
市
内
で
対
象
と
な
る
施
設
…
市
立

病
院
、南
そ
ら
ち
記
念
病
院
、介
護
老

人
保
健
施
設
そ
ら
ち
の
郷
、三
楽
荘
、

こ
と
ぶ
き
荘

※
市
外
で
入
院
・
入
所
さ
れ
て
い
る

方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
転
入
・
転
出
の
場
合
】投
票
は
、市
区

町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。進
学

や
就
職
・
転
勤
な
ど
で
引
っ
越
し
さ
れ

た
場
合
は
、そ
の
届
け
出
後
の
期
間
に

よ
っ
て
転
入
先
ま
た
は
旧
住
所
地
で

投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
郵
便（
在
宅
投
票
）の
場
合
】身
体
障

害
者
手
帳
、戦
傷
病
者
手
帳
、介
護
保

険
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
で
自
書
が

で
き
、次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
郵
便

で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。希

望
さ
れ
る
方
は
手
続
き
が
必
要
で
す

の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

［
区
分
、障
が
い
の
部
位
な
ど
］身
体
障

害
者
手
帳
▼
１
級・
２
級
…
両
下
肢・

体
幹・
移
動
機
能
▼
１
級・
３
級
…
心

臓・じ
ん
臓・呼
吸
器・ぼ
う
こ
う・直
腸・

小
腸
▼
１
級
～
３
級
…
免
疫・肝
臓 

戦

傷
病
者
手
帳
▼
特
別
項
症
～
第
２
項

症
…
両
下
肢・
体
幹
▼
特
別
項
症
～
第

３
項
症
…
心
臓・
じ
ん
臓・
呼
吸
器・
ぼ

う
こ
う・
直
腸・
小
腸・
肝
臓 

介
護
保
険

被
保
険
者
証
▼
要
介
護
５

◆
代
理
記
載
制
度
…
郵
便
に
よ
る
不

在
者
投
票
対
象
の
方
で
、次
に
該
当

さ
れ
て
い
る
方
は
郵
便
投
票
証
明
書

交
付
の
申
請
、代
理
記
載
人
の
届
出
、

投
票
用
紙
に
候
補
者
の
氏
名
な
ど
、

本
人
に
代
わ
っ
て
代
理
人
が
代
筆

（
代
理
記
載
）で
き
ま
す
。あ
ら
か
じ

め「
代
理
記
載
対
象
者
」の
証
明
手
続

き
と
、「
代
理
記
載
人
と
な
る
べ
き
者

の
届
け
出
」の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

［
区
分
、障
が
い
の
部
位
な
ど
］身
体
障

害
者
手
帳
１
級
、戦
傷
病
者
手
帳
特
別

項
症

■
選
挙
公
報
…
選
挙
公
報
は
、新
聞

折
り
込
み
で
各
戸
へ
配
布
す
る
ほ
か

新
聞
を
購
読
さ
れ
て
い
な
い
方
の
う

ち
、広
報
み
か
さ
を
郵
送
し
て
い
る

世
帯
に
は
郵
送
し
ま
す
。そ
れ
以
外

の
方
は
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
開
票
…
開
票
は
、投
票
日
当
日
の
午

後
９
時
か
ら
市
民
会
館
で
行
い
ま
す
。

参
観
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、当
日
先

着
30
人
ま
で
入
場
で
き
ま
す
。

な
お
、開
票
速
報
板
を
市
民
会
館
前
に

設
置
し
、午
後
10
時
か
ら
30
分
ご
と
に

開
票
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
連
絡
・
間
合
先
】三
笠
市
選
挙
管
理

委
員
会
☎
②
３
１
９
５

● 
投
票
日
・
時
間
７
月
21
日
㈰
／
午
前
７
時
～
午
後
８
時

　
　

選
挙
内
容
な
ど
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
広
報
み
か
さ
臨
時
号
な
ど
で
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。


